
改定後 改定前 

ｓｔｅｒａ ｃｏｄｅ包括代理加盟店規約（国内コード決済・通信販売[含ＥＣ]用） 

第１条（加盟店） 

１．（略） 

（２）本規約を承認のうえ、包括代理人を

して当社経由で国内コード決済事業者に加

盟を申込み、国内コード決済事業者が加盟

を認めた第５条第１項で定義される加盟希

望者（以下「店子」といいます） 

第１条（加盟店） 

１．（略） 

（２）本規約を承認のうえ、包括代理人を

して当社経由で国内コード決済事業者に加

盟を申込み、国内コード決済事業者が加盟

を認めた第４条第１項で定義される加盟希

望者（以下「店子」といいます） 

第３条（表明・保証） 

１．包括代理人および店子は、当社に対し、

本契約締結にあたり、本契約締結日時点お

よび本契約の有効期間中において、以下の

事項が真実かつ正確であることを表明し、

保証します。 

（１）行為能力 

包括代理人および店子は、適用法令上、本

契約を締結し、これらに基づく権利を行使

し、義務を履行する権利能力および行為能

力を有すること 

（２）社内手続 

包括代理人および店子は、本契約を締結し、

これらに基づく権利を行使し、義務を履行

するために、法令および定款その他の社内

規則に基づき要求される内部手続を適法か

つ適正に完了していること 

（３）適法性等 

本契約を包括代理人および店子が締結しま

たは包括代理人および店子がこれらに基づ

く権利を行使し、もしくは義務を履行する

ことは、包括代理人および店子に対して適

用のある一切の法令、包括代理人および店

子の定款その他の社内規則に抵触せず、当

該各当事者を当事者とする契約の違反また

は債務不履行事由とはならないこと 

（４）有効な契約 

 



本契約は、これを締結した包括代理人およ

び店子につき適法、有効かつ拘束力のある

契約であること 

（５）非詐害性 

包括代理人および店子は、現在債務超過で

はなく、包括代理人および店子が本契約を

締結することは、詐害行為取消の対象とは

ならず、包括代理人および店子の知りうる

限り、本契約について詐害行為取消その他

の異議を主張する第三者は存在しないこと 

（６）提供情報の正確性 

包括代理人および店子が、本契約の締結に

あたって、当社に提供した情報は、重要な

点において正確であり、かつ、実質的支配

者に関する情報を含む重要な情報は全て当

社に提供されていること 

第４条（代理権の付与） 第３条（代理権の付与） 

第５条（店子の範囲） 第４条（店子の範囲） 

第６条（包括代理人による本契約の代理） 

１．包括代理人は、当社と店子との間の本

契約及びこれに付随する契約の締結、なら

びに当該契約に基づく権利の行使、義務の

履行、権限の付与（第４条に基づく店子の

当社に対する代理権限の付与を含みますが

これに限りません。）、当社からの立替金（第

２１条第６号にて定義されます。）の受領及

び分配、当社からの通知の受領、当社への

届出その他当該契約に基づく行為につき、

店子から包括的委任を受け、店子を代理し

て当社と契約するものとします。代理権の

有無・範囲について当社に確認の義務はな

く、包括代理人の責任において処理するも

のとします。 

（略） 

５．包括代理人は、店子をして本契約上の

義務（念のため付言すれば、第１１条第２

第５条（包括代理人による本契約の代理） 

１．包括代理人は、当社と店子との間の本

契約及びこれに付随する契約の締結、なら

びに当該契約に基づく権利の行使、義務の

履行、権限の付与（第３条に基づく店子の

当社に対する代理権限の付与を含みますが

これに限りません。）、当社からの立替金（第

１９条第６号にて定義されます。）の受領及

び分配、当社からの通知の受領、当社への

届出その他当該契約に基づく行為につき、

店子から包括的委任を受け、店子を代理し

て当社と契約するものとします。代理権の

有無・範囲について当社に確認の義務はな

く、包括代理人の責任において処理するも

のとします。 

（略） 

５．包括代理人は、店子をして本契約上の

義務（念のため付言すれば、第１０条第２



項に規定の国内コード決済サービス規約上

の義務を遵守する義務を含みます。）を遵守

させなければならないものとします。 

項に規定の国内コード決済サービス規約上

の義務を遵守する義務を含みます。）を遵守

させなければならないものとします。 

第７条（営業秘密等の守秘義務） 第６条（営業秘密等の守秘義務） 

第８条（個人情報の守秘義務） 

１．包括代理人及び店子は、包括代理人又

は店子が知り得た個人情報を、秘密として

保持し、当社の書面による事前の同意を得

ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せ

ず、本規約に定める業務目的以外の目的に

利用しないものとします。なお、第１１条

第２項に定める国内コード決済サービス規

約にて別段の定めがある場合には、合わせ

てこれにも従うものとします（本条各項に

おいても同様です）。 

第７条（個人情報の守秘義務） 

１．包括代理人及び店子は、包括代理人又

は店子が知り得た個人情報を、秘密として

保持し、当社の書面による事前の同意を得

ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せ

ず、本規約に定める業務目的以外の目的に

利用しないものとします。なお、第１０条

第２項に定める国内コード決済サービス規

約にて別段の定めがある場合には、合わせ

てこれにも従うものとします（本条各項に

おいても同様です）。 

第９条（譲渡禁止） 第８条（譲渡禁止） 

第１０条（届出事項の変更等） 

（略） 

４．包括代理人及び店子が第３条第１項

（６）及び第３７条に定める表明保証確約

事項に反すると具体的に疑われる場合に

は、当社は、包括代理人及び店子に対し、当

該事項に関する調査を行い、また、必要に

応じて資料の提出を求めることができ 、包

括代理人及び店子は、これに応じるものと

します。 

第９条（届出事項の変更等） 

（略） 

 

第１１条（国内コード決済事業者の規約・

法令等への遵守等） 

（略） 

２．包括代理人及び店子は、別紙記載の国

内コード決済事業者が定める規約等（関連

する特約等を含み、以下「国内コード決済

サービス規約」といいます）及びゲートウ

ェイ事業者が定める規約（関連する特約等

を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」

といいます）の内容に同意し、これに記載

第１０条（国内コード決済事業者の規約・

法令等への遵守等） 

（略） 

２．包括代理人及び店子は、別紙記載の国

内コード決済事業者が定める規約等（関連

する特約等を含み、以下「国内コード決済

サービス規約」といいます）及びゲートウ

ェイ事業者が定める規約（関連する特約等

を含み、以下「ゲートウェイサービス規約」

といいます）の内容に同意し、これに記載



されている義務を遵守するものとします。

なお、国内コード決済サービス規約又はゲ

ートウェイサービス規約が国内コード決済

事業者によって追加・更新された場合は、

本規約第５０条（本規約の変更）の定めに

したがって最新のものが適用されるものと

します。 

されている義務を遵守するものとします。

なお、国内コード決済サービス規約又はゲ

ートウェイサービス規約が国内コード決済

事業者によって追加・更新された場合は、

本規約第４７条（本規約の変更）の定めに

したがって最新のものが適用されるものと

します。 

第１２条（サービスセンタへの接続） 第１１条（サービスセンタへの接続） 

第１３条（加盟店申込の手続） 第１２条（加盟店申込の手続） 

第１４条（包括代理人及び店子への指導） 第１３条（包括代理人及び店子への指導） 

第１５条（クレジットカード等取引） 第１４条（クレジットカード等取引） 

第１６条（事前承認） 第１５条（事前承認） 

第１７条（利用者との売買契約等の締結） 第１６条（利用者との売買契約等の締結） 

第１８条（d 払いにおける売買契約等の特

則） 

第１７条（d 払いにおける売買契約等の特

則） 

第１９条 （ｄ払いにおける利用規約の制定

義務） 

第１８条 （ｄ払いにおける利用規約の制定

義務） 

第２０条（広告方法、内容等） 第１９条（広告方法、内容等） 

第２１条（国内コード決済サービスによる

取引方法） 

（略） 

（６）国内コード決済事業者は、国内コー

ド決済事業者所定の方法・頻度（締日・支払

日等）・条件で、商品等の代金及び消費税の

合計額を当社に対して支払います（以下「立

替金」といいます）。この際、国内コード決

済事業者は第２８条第２項に従って所定の

手数料等を控除することができるものとし

ます。ただし、本条に従って国内コード決

済事業者所定の処理が完了しなかった場合

には、立替金を支払われないものとします。

なお、立替金には、国内コード決済事業者

が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等

の代金は含まないものとします。 

（略） 

（８）（７）の支払いに当たって、当社は、

第２０条（国内コード決済サービスによる

取引方法） 

（略） 

（６）国内コード決済事業者は、国内コー

ド決済事業者所定の方法・頻度（締日・支払

日等）・条件で、商品等の代金及び消費税の

合計額を当社に対して支払います（以下「立

替金」といいます）。この際、国内コード決

済事業者は第２７条第２項に従って所定の

手数料等を控除することができるものとし

ます。ただし、本条に従って国内コード決

済事業者所定の処理が完了しなかった場合

には、立替金を支払われないものとします。

なお、立替金には、国内コード決済事業者

が支払いを留保又は拒絶した場合の商品等

の代金は含まないものとします。 

（略） 

（８）（７）の支払いに当たって、当社は、



第２８条第２項に従って所定の手数料等を

控除することができ、立替払金の支払をそ

の委託する第三者に代行させることができ

るものとします。また、国内コード決済サ

ービスや包括代理人によって、（６）（７）の

支払順が前後する場合があるものとし、

（７）の支払日当日が金融機関の休業日の

場合には前営業日とします。 

第２７条第２項に従って所定の手数料等を

控除することができ、立替払金の支払をそ

の委託する第三者に代行させることができ

るものとします。また、国内コード決済サ

ービスや包括代理人によって、（６）（７）の

支払順が前後する場合があるものとし、

（７）の支払日当日が金融機関の休業日の

場合には前営業日とします。 

第２２条（コンピュータ通信による取引） 

１．包括代理人又は店子がコンピュータ通

信の手段にて利用者との取引を行う場合

は、利用者から次の事項を明示したデータ

（以下「申込データ」という）を受信し、こ

れに対する第１６条の承認手続を経た後、

申込に対する諾否の回答を行うものとしま

す。包括代理人及び店子は、申込データな

らびにそれに対するその後の処理経過を、

包括代理人及び店子が取引申込受付のため

に特別に設けたコンピュ－タ・ファイル（以

下「ファイル」という）に、取引日ごとに整

理して記録するものとします。 

第２１条（コンピュータ通信による取引） 

１．包括代理人又は店子がコンピュータ通

信の手段にて利用者との取引を行う場合

は、利用者から次の事項を明示したデータ

（以下「申込データ」という）を受信し、こ

れに対する第１５条の承認手続を経た後、

申込に対する諾否の回答を行うものとしま

す。包括代理人及び店子は、申込データな

らびにそれに対するその後の処理経過を、

包括代理人及び店子が取引申込受付のため

に特別に設けたコンピュ－タ・ファイル（以

下「ファイル」という）に、取引日ごとに整

理して記録するものとします。 

第２３条（立替金の支払等） 

１．第２１条（６）に基づいて国内コード決

済事業者が支払う立替金について、国内コ

ード決済事業者の支払義務は当社に対して

支払った時点で消滅するものとし、同条

（７）に基づいて当社が支払う立替金につ

いて、当社の支払義務は包括代理人に対し

て支払った時点で消滅するものとします。 

（略） 

３．理由を問わず、国内コード決済事業者

から当社に対して所定の立替金の支払（第

２１条（６））がなされない場合、当社は、

立替金（当該時点以降に支払が予定されて

いるもの全て）の支払をしないものとしま

す。また、すでに当社が支払済みの場合、包

第２２条（立替金の支払等） 

１．第２０条（６）に基づいて国内コード決

済事業者が支払う立替金について、国内コ

ード決済事業者の支払義務は当社に対して

支払った時点で消滅するものとし、同条

（７）に基づいて当社が支払う立替金につ

いて、当社の支払義務は包括代理人に対し

て支払った時点で消滅するものとします。 

（略） 

３．理由を問わず、国内コード決済事業者

から当社に対して所定の立替金の支払（第

２０条（６））がなされない場合、当社は、

立替金（当該時点以降に支払が予定されて

いるもの全て）の支払をしないものとしま

す。また、すでに当社が支払済みの場合、包



括代理人は、当社の求めに応じて当社から

支払われた立替金を当社に返還するものと

します。 

括代理人は、当社の求めに応じて当社から

支払われた立替金を当社に返還するものと

します。 

第２４条（紛議等） 

（略） 

２．前項の紛議その他の理由により、利用

者が国内コード決済事業者に対して売買契

約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払

済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・

解除、決済取消等を求めた場合には、これ

が解決するまで当社及び国内コード決済事

業者は第２３条の立替金の支払いを保留す

ることができ、また、利用者に対して返金

することもできるものとします。また、す

でに当該立替金をすでに当社が包括代理人

に支払済みの場合は当社が指定する方法に

より当社に返金するものとします。 

第２３条（紛議等） 

（略） 

２．前項の紛議その他の理由により、利用

者が国内コード決済事業者に対して売買契

約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払

済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・

解除、決済取消等を求めた場合には、これ

が解決するまで当社及び国内コード決済事

業者は第２２条の立替金の支払いを保留す

ることができ、また、利用者に対して返金

することもできるものとします。また、す

でに当該立替金をすでに当社が包括代理人

に支払済みの場合は当社が指定する方法に

より当社に返金するものとします。 

第２５条（返品等） 第２４条（返品等） 

第２６条（請求代金の立替払の解除等） 第２５条（請求代金の立替払の解除等） 

第２７条（売上情報等の送信） 第２６条（売上情報等の送信） 

第２８条（手数料） 第２７条（手数料） 

第２９条（加盟店業務の適切性確保） 第２８条（加盟店業務の適切性確保） 

第３０条（商品の所有権） 

１．国内コード決済サービスを利用した売

買契約等に基づく商品の所有権は、当該立

替金等が国内コード決済事業者から当社に

支払われたときに国内コード決済事業者に

移転するものとします。ただし、第２５条

（返品等）の定めに従って取消情報が国内

コード決済事業者に送付された場合、請求

代金に係る商品の所有権は、第２３条に基

づき当社が当該立替金等を国内コード決済

事業者に返還したときに、包括代理人又は

店子に戻るものとします。 

第２９条（商品の所有権） 

１．国内コード決済サービスを利用した売

買契約等に基づく商品の所有権は、当該立

替金等が国内コード決済事業者から当社に

支払われたときに国内コード決済事業者に

移転するものとします。ただし、第２４条

（返品等）の定めに従って取消情報が国内

コード決済事業者に送付された場合、請求

代金に係る商品の所有権は、第２２条に基

づき当社が当該立替金等を国内コード決済

事業者に返還したときに、包括代理人又は

店子に戻るものとします。 

第３１条（差押えの場合） 第３０条（差押えの場合） 

第３２条（相殺） 第３１条（相殺） 



（略） 

２．前項により、国内コード決済事業者か

ら当社に対して支払いがなされなかった金

額について、当社は第２１条に関わらず包

括代理人及び店子への支払いを行わないも

のとします。また、すでに包括代理人又は

店子へ支払済みの場合には、当該包括代理

人又は店子は当該金額を当社に対して当社

の求めに応じて直ちに返還するものとしま

す。 

（略） 

２．前項により、国内コード決済事業者か

ら当社に対して支払いがなされなかった金

額について、当社は第２０条に関わらず包

括代理人及び店子への支払いを行わないも

のとします。また、すでに包括代理人又は

店子へ支払済みの場合には、当該包括代理

人又は店子は当該金額を当社に対して当社

の求めに応じて直ちに返還するものとしま

す。 

第３３条（端数処理） 第３２条（端数処理） 

第３４条（システム・サービスの中止・停

止、契約の解除等） 

第３３条（システム・サービスの中止・停

止、契約の解除等） 

第３５条（有効期間・中途解約等） 

１．本契約の有効期間は本契約締結の日か

ら 1 年間とします。但し、有効期間満了 3

ヶ月前までに包括代理人又は店子及び当社

から何ら書面による意思表示がない場合

は、さらに 1 年間更新するものとし、以後

も同様とします。包括代理人又は店子及び

当社は、有効期間中において本規約を解約

しようとする場合には、相手方に３ヶ月前

までに書面による通知を行なうことによ

り、本規約を解約できるものとします。但

し、加盟店が１年以上継続して国内コード

決済を取扱っていない場合、または、当社

が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継

続した場合（加盟店との連絡不能による場

合は、第１０条第２項に基づき、届出住所

に通知を発送すれば、通常到着すべきとき

に通知を行ったものとみなす）、当社は加盟

店予告することなく本契約を解約できるも

のとします。 

第３４条（中途解約等） 

１．包括代理人又は店子及び当社は、有効

期間中において本契約を解約しようとする

場合には、相手方と誠実に協議を行うもの

とし、協議が整わないと合理的に判断した

ときは相手方に３ヶ月前までに書面による

通知を行なうことにより、本契約を解約で

きるものとします。 

第３６条（d 払いにおける契約終了時の特

則） 

第３５条（d 払いにおける契約終了時の特

則） 

第３７条（反社会的勢力の排除） 第３６条（反社会的勢力の排除） 



第３８条（その他の遵守事項、免責） 第３７条（その他の遵守事項、免責） 

第３９条（d払いにおける免責の特則） 第３８条（d払いにおける免責の特則） 

第４０条（苦情対応等） 第３９条（苦情対応等） 

第４１条（取引データの保持） 第４０条（取引データの保持） 

第４２条（取引の安全性） 第４１条（取引の安全性） 

第４３条（加盟店サイトの保証） 第４２条（加盟店サイトの保証） 

第４４条（d 払いにおける d ポイント付与

の特則） 

第４３条（d 払いにおける d ポイント付与

の特則） 

第４５条（d 払いにおけるｄポイント付与

の取消等の特則） 

第４４条（d 払いにおけるｄポイント付与

の取消等の特則） 

第４６条（d 払いにおける加盟店名簿掲載

の特則） 

第４５条（d 払いにおける加盟店名簿掲載

の特則） 

第４７条（PayPay フランチャイズ加盟店

管理に関する特約） 

第４６条（PayPay フランチャイズ加盟店

管理に関する特約） 

第４８条（PayPay フランチャイジーに対

する管理義務） 

第４７条（PayPay フランチャイジーに対

する管理義務） 

第４９条（PayPay フランチャイジーに対

する調査協力等） 

第４８条（PayPay フランチャイジーに対

する調査協力等） 

第５０条（本規約の変更） 第４９条（本規約の変更） 

第５１条（ロゴ等の使用） 第５０条（ロゴ等の使用） 

第５２条（知的財産権） 第５１条（知的財産権） 

第５３条（損害賠償） 第５２条（損害賠償） 

第５４条（遅延損害金） 第５３条（遅延損害金） 

第５５条（第三者からの申立） 第５４条（第三者からの申立） 

第５６条（国内コード決済事業者及びゲー

トウェイ事業者との窓口） 

第５５条（国内コード決済事業者及びゲー

トウェイ事業者との窓口） 

第５７条（通知） 第５６条（通知） 

第５８条（専属的合意管轄裁判所） 第５７条（専属的合意管轄裁判所） 

第５９条（準拠法） 第５８条（準拠法） 

ｓｔｅｒａ ｃｏｄｅ包括代理加盟店規約（海外コード決済用） 

第１６条（支払方法） 

（略） 

５．包括代理人および店子から提出された

売上債権の正当性に疑義があると当社が認

めた場合、包括代理人および店子は正当性

第１６条（支払方法） 

（略） 

５．包括代理人および店子から提出された

売上債権の正当性に疑義があると当社が認

めた場合、包括代理人および店子は正当性



を証明できる資料の提出等当社の調査に協

力し、当社は調査が完了したと判断するま

で包括代理人に対する当該代金の支払いを

保留できるものとします。また、調査開始

より 30 日を経過しても疑義が解消しない

場合には、当該代金の支払いを拒絶できる

ものとします。調査が完了し、当社が当該

代金の支払いを相当と認めた場合には、当

社は包括代理人に当該代金を支払うものと

します。この場合、保留した支払代金につ

いて法定利息その他遅延損害金は発生しな

いものとします。 

を証明できる資料の提出等当社の調査に協

力し、当社は調査が完了したと判断するま

で包括代理人に対する当該代金の支払いを

保留できるものとします。この場合、保留

した支払代金について法定利息その他遅延

損害金は発生しないものとします。 

第４０条（届出事項の変更等） 

（略） 

４．包括代理人および店子が第３条第１項

（６）及び第２項に定める表明保証確約事

項に反すると具体的に疑われる場合には、

当社は、包括代理人および店子に対し、当

該事項に関する調査を行い、また、必要に

応じて資料の提出を求めることができ、包

括代理人および店子は、これに応じるもの

とします。 

第４０条（届出事項の変更等） 

（略）。 

４．包括代理人および店子が第３条第２項

に定める表明保証確約事項に反すると具体

的に疑われる場合には、当社は、包括代理

人および店子に対し、当該事項に関する調

査を行い、また、必要に応じて資料の提出

を求めることができ、包括代理人および店

子は、これに応じるものとします。 

第４３条（有効期間・解約） 

本規約の有効期間は本規約締結の日から 1

年間とします。但し、有効期間満了 3 ヶ月

前までに包括代理人又は店子及び当社から

何ら書面による意思表示がない場合は、さ

らに 1 年間更新するものとし、以後も同様

とします。包括代理人および当社は、本規

約の有効期間中において本規約を解約しよ

うとする場合には、相手方に３０日前まで

に書面による通知を行なうことにより、本

規約を解約できるものとします。但し、包

括代理人および店子が１年以上継続して海

外コード決済を取扱っていない場合、また

は、当社が包括代理人および店子との連絡

第４３条（有効期間・解約） 

包括代理人および当社は、本規約の有効期

間中において本規約を解約しようとする場

合には、相手方と誠実に協議を行うものと

し、協議が整わないと合理的に判断したと

きは相手方に３０日前までに書面による通

知を行なうことにより、本規約を解約でき

るものとします。但し、包括代理人および

店子が１年以上継続して海外コード決済を

取扱っていない場合、または、当社が包括

代理人および店子との連絡不能の状態が相

当期間継続した場合、当社は包括代理人に

３０日前までに書面による通知を行なうこ

とにより（包括代理人との連絡不能による



 

不能の状態が相当期間継続した場合（包括

代理人との連絡不能による場合は、第４０

条第３項に基づき、届出住所に通知を発送

すれば、通常到着すべきときに通知を行っ

たものとみなす）、当社は包括代理人に予告

することなく本規約を解約できるものとし

ます。 

場合は、第４０条第３項に基づき、届出住

所に通知を発送すれば、通常到着すべきと

きに通知を行ったものとみなす）、本規約を

解約できるものとします。 


